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資料３ 

台東区住宅マスタープランの概要 

１ 計画の背景と目的 

○平成 27 年 3 月に策定した台東区住宅マスタープランでは、「下町の文化と賑わいのもと、 

だれもが安心して、いきいきと誇りを持って住み続けられるまち」という基本理念のもと、 

「だれもが安心して住み続けられる住まいづくり」、「良質な住宅ストックの継承と快適 

に暮らせる住まいづくり」、「下町の住みよさを実感できる住環境づくり」の３つの基本 

目標を定め、多様な居住ニーズへの対応、それぞれのライフステージにおける快適な暮ら 

しの実現、次代に引き継ぐ誇りを感じられる住まい・住環境の形成に資する住宅施策を展 

開してきました。 

○この間、区民人口の増加、少子高齢化の進行、マンションの増加、物価上昇、働き方の多様 

化、気候変動など、社会状況は大きく急速に変化しています。また、区民の住まいに対す 

る価値観やライフスタイルは多様化しており、本区の住環境を取り巻く状況は大きく変化 

しています。区民福祉の更なる向上、区の持続的な発展、住み続けられるまちづくりの実 

現には、今後の住宅施策において、多様化している住まいや住環境に関するニーズに対し、 

時期を逸することなく的確に対応していく必要があります。 

○こうした中、国では、令和 3年度～令和 12年度を計画期間とする新たな住生活基本計画 

(全国計画)のもと、頻発・激甚化する災害に備えた安全な住環境の形成、子供を産み育て 

やすい住まいの実現など、良好な住環境の形成と住生活の向上に向けた取組みが進められ 

ています。 

○また、東京都は、令和 3年度～令和 12年度を計画期間とする新たな東京都住宅マスタープ 

ランを策定し、成長と成熟が両立した未来の東京の実現に向け、良質な住宅ストックと良 

好な住環境の形成や都民が適切に住宅を選択できる市場の整備などを図るための総合的な 

住宅施策を展開しています。 

○区では、平成 30年度に策定した台東区基本構想において、概ね 20年後の区の目指す姿と 

して、「ひと」が輝き「まち」が輝き、そして「世界に輝く」という思いを込めて「世界に 

輝く ひと まち たいとう」を掲げています。また、その将来像の実現に向け、住生活関 

連の基本目標として、「いつまでも健やかに自分らしく暮らせるまちの実現」、「誰もが誇 

りや憧れを抱く安全安心で快適なまちの実現」を定めています。 

○台東区基本構想に掲げる将来像の実現に向け、平成 31 年 3 月に策定した長期総合計画は、 

社会経済状況の大きな変化を的確に捉え、ポストコロナにおける施策及び取り組みを明ら 

かにし、効果的・効率的に施策を展開して行く必要があることから、令和 5年 3月に一部 

について修正を実施しました。令和 5 年度から令和 10 年度を計画期間とする本計画では、 

基本構想における基本目標に沿った 11分野の施策ごとに、目指す姿を示しています。 
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○また、平成３１年３月に策定した都市計画マスタープランでは、生活・住宅まちづくり分 

野の目標として、「誰もがいきいきと暮らし続けられるまち」を掲げ、地域特性を活かし 

た魅力的な生活・住環境の創出、質の高い住宅供給の誘導や適正なマンションの維持・管 

理・建て替え促進などを推進しています。 

○こうしたことを踏まえ、令和 5年度に実施した「台東区住宅マスタープラン基礎調査」の 

結果をもとに、社会経済情勢、区の住宅・住環境に関わる上位関連計画及び国・東京都に 

おける住宅施策の動向等との整合を図りつつ、区の特性に応じた体系的かつ総合的な住宅 

施策を展開する上での新たな基本計画を策定します。 

２ 計画の位置づけ 

○本プランは、「台東区基本構想」及び「台東区長期総合計画」を踏まえた区の住宅政策に関 

する総合的かつ基本的な計画であり、都市計画に関する基本指針を定めた「台東区都市計 

画マスタープラン」に即すとともに、国及び都の関連計画や区の各種計画との整合を図っ 

ています。 

○本プランは、住生活基本法に基づく住生活基本計画(全国計画)で示されている市町村計画 

としての性格を持つものであるとともに、「マンションの管理の適正化の推進に関する法 

律」(以下「マンション管理適正化法」という)第３条の２の規定に基づく「マンション管 

理適正化推進計画」を兼ねるものとします。 

○区の住まいを取り巻く多様な課題に的確に対応し、活力ある地域社会を維持・発展させて 

いくために、本プランのもと、様々な取組みを多角的かつ重層的に展開していきます。    

 

３ 計画の期間 

○本プランの計画期間は、令和 7年度から令和 16年度までの 10年間とします。 

○なお、社会経済状況の著しい変化や国等の大幅な制度改正等があった場合は、必要に応じ 

て見直しを行うものとします。 
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◇台東区基本構想 ※令和 20年度の姿(平成 30年度から概ね 20年後の姿)  

将来像「世界に輝く ひと まち たいとう」 

 

住む人、働く人、訪れる人、すべての人々は、安全安心で多様性が尊重された社会の中で、

希望と活力にあふれ、いきいきと活躍しています。 

長い間、積み重ねられてきた歴史や、まちに息づく多彩で粋な文化は、台東区を輝かせる

光として、人々の誇りや憧れであり続けています。 

 台東区は、「ひと」も「まち」も輝くことで、世界中の人々を惹きつけ、ともに更なる活力

と魅力を生み出す「世界に輝く ひと まち たいとう」の実現を目指します。 

 

基本目標１「あらゆる世代が生涯にわたって成長し輝くまちの実現」 

基本目標２「いつまでも健やかに自分らしく暮らせるまちの実現」 

基本目標３「活力にあふれ多彩な魅力が輝くまちの実現」 

基本目標４「誰もが誇りや憧れを抱く安全安心で快適なまちの実現」 
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◇台東区長期総合計画 ※令和元年度～令和 10年度 

 

基本目標２「いつまでも健やかに自分らしく暮らせるまちの実現」 

(福祉分野) 施策２０「生活衛生環境の確保」 

             ・住居衛生の向上 

施策２３「高齢者が安心して地域で暮らし続けられる環境づくり」 

       ・高齢者の居住の安定の確保 

 

基本目標３「活力にあふれ多彩な魅力が輝くまちの実現」 

(観光分野)  施策４０「区民生活と調和する観光の推進」 

             ・区民の生活環境に配慮した観光の推進 

 

基本目標４「誰もが誇りや憧れを抱く安全安心で快適なまちの実現」 

(まちづくり分野) 施策４１「地域の特性を活かしたまちづくりの推進」 

          ・良好な市街地の形成 

施策４２「ユニバーサルデザインのまちづくりの推進」 

               ・ユニバーサルデザインの考え方を踏まえた環境整備 

施策４３「多様なニーズに対応した良好な住環境の整備促進」 

               ・マンションの管理適正化、耐震化及び長寿命化の促進 

               ・マンションと地域との良好なコミュニティの創出 

               ・働き方の変化等を踏まえた良質な民間賃貸住宅供給の誘導 

               ・空き家ストックの総合対策 ・子育てしやすい住環境の確保 

               ・住宅セーフティネットの推進  

・高齢者などの居住の安定の確保 

施策４４「地域の特性を活かした景観の形成」  

               ・景観まちづくりの推進 

施策４５「利用しやすい交通ネットワークの整備・充実」 

               ・安全な自転車利用環境の整備 

(防災防犯分野)    施策４６「防災まちづくりの推進」 

               ・建築物の耐震化の促進 

施策４７「家庭や地域における防災対策の推進」 

               ・集合住宅に対する防災対策の推進 

施策４９「地域防犯力の向上と安全安心な消費生活の確保」 

               ・地域防犯力の向上 

(環境分野)  施策５０「脱炭素社会の実現」 

         ・家庭や事業所などにおける省エネルギー化の推進 

施策５３「花とみどりを活かした潤いのある環境づくり」 

         ・花とみどりの創出と保全      
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施策２ 多様なニーズに対応した質の高い保育サービスの展開

施策３ 配慮を要する子供・若者や家庭への支援

施策４ 子供の育ちを地域で支える環境づくり

施策１ 妊娠期から子育て期の切れ目のない支援

施策７ 児童・生徒の状況に応じた支援の充実

施策８ 教育環境の整備と児童・生徒の居場所づくり

施策６ 未来を担う子供を育む教育の推進

施策５ 就学前教育の推進

施策９ 生涯学習環境の整備

施策１０ 学習成果の活用促進

施策１１ スポーツができる場の充実

施策１２ 誰もがスポーツに親しむ機会の提供

基本目標１

あらゆる世代が生涯にわたって

成長し輝くまちの実現

将 来 像 ： 世界に輝く ひと まち たいとう

基本目標４

誰もが誇りや憧れを抱く

安全安心で快適なまちの実現

施策１５ 生活習慣病の予防

施策１４ 食育の推進

施策１８ 安心できる地域医療体制の充実

施策１７ こころの健康づくりと自殺予防対策

施策１６ がん対策の推進

施策１３ 地域での健康づくりの推進

施策１９ 健康危機管理の推進

健康分野

施策２１ 包摂的に支え合う体制づくり

施策２２ 高齢者の生きがいづくりと介護予防の推進

施策２３ 高齢者が安心して地域で暮らし続けられる環境づくり

施策２６ 権利擁護の推進

施策２４ 障害者の地域生活を支える環境づくり

施策２５ 障害者の自立と社会参加の促進

施策２７ 生活の安定・自立に向けた支援の充実

福祉分野

基本目標２

いつまでも健やかに

自分らしく暮らせるまちの実現

施策２８ 文化資源の保存・継承・活用

施策２９ 文化を創造する人材の支援・育成

施策３０ 文化情報の発信

施策３１ 誰もが文化に親しむ環境づくり

文化分野

施策３２ 文化の力による産業と観光の振興

施策３６ 商店街振興による魅力ある地域づくりの推進

施策３３ 産業を支える人材の確保・育成

施策３４ 企業の競争力強化と海外展開支援

産業分野

施策３５ ものづくりを支える産業集積の維持・発展

施策３９ 誰もが安心して快適に観光できる環境の整備

施策３８ 戦略的なプロモーションの展開

施策３７ 多彩な観光魅力の創出

施策４０ 区民生活と調和する観光の推進

観光分野

基本目標３

活力にあふれ

多彩な魅力が輝くまちの実現

子育て分野

教育分野

生涯学習分野

施策４６ 防災まちづくりの推進

施策４７ 家庭や地域における防災対策の推進

施策４８ 避難者・帰宅困難者対策と生活復興対策

施策４９ 地域防犯力の向上と安全安心な消費生活の確保

施策４１ 地域の特性を活かしたまちづくりの推進

施策４２ ユニバーサルデザインのまちづくりの推進

施策４３ 多様なニーズに対応した良好な住環境の整備促進

施策４４ 地域の特性を活かした景観の形成

施策４５ 利用しやすい交通ネットワークの整備・充実

施策５０ 脱炭素社会の実現

施策５２ 資源循環の促進

施策５３ 花とみどりを活かした潤いのある環境づくり

施策５４ 環境配慮行動の促進

施策５１ ごみの発生抑制の促進

まちづくり分野

防災防犯分野

環境分野

多様な主体と連携した区政運営の推進

施策５６ 人権の尊重

施策５７ 多文化共生の推進

施策５５ 平和都市の推進

平和と多様性の尊重

施策５８ 協働の促進

施策５９ 区政の透明性の向上と区民参画の促進

パートナーシップの促進

施策６０ 国内外の都市・地域との連携

国内外の都市・地域との連携

施策６３ いきいきと働ける環境づくり

施策６１ 効果的・効率的な行財政運営の推進

施策６４ 区有施設等の総合的・計画的な管理と活用

持続可能な行財政運営

多様な主体と連携した区政運営の推進

施策６２ DX（デジタル・トランスフォーメーション）の推進

施策２０ 生活衛生環境の確保

長期総合計画 施策体系図
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◇都市計画マスタープラン  ※令和元年度～令和20年度
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